
平成２８年３月

【平成３０年６月改定】

【令和４年３月改定】

米子市





第１ 概論

（１）計画策定の背景 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １

（２）これまでの取組 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １

（３）計画策定の目的 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３

（４）計画の位置付け ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３

（５）計画の対象 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４

（６）計画の改定履歴 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５

第２ 本市が保有する公共施設等の現状

（１）公共建築物

① 本市が保有する公共建築物 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６

② 本市が保有する公共建築物の延床面積の推移 ．．．．．．．．．．．．．．．． ７

③ 公共建築物の維持管理経費 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ７

④ 有形固定資産減価償却率の推移 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ８

⑤ 公共建築物の築年別整備状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ９

⑥ 耐震化の状況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １０

⑦ 公共建築物保有量に係る他市との比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １１

（２）インフラ施設

① 本市が保有するインフラ施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １２

② 本市が保有するインフラ施設の保有量推移 ．．．．．．．．．．．．．．．．． １３

③ インフラ施設の維持管理経費 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １４

④ 主なインフラ施設の現状 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １５

第３ 公共施設等の将来の見通し

（１）公共建築物 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １９

（２）市道 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２０

（３）橋りょう ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２１

（４）公共下水道 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２２

（５）農業集落排水 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２３

（６）上水道 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２４

（７）公共施設等全体の更新費用 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２５

第４ 人口の見通しと財政状況の見通し

（１）人口の見通し ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２６

（２）財政状況の見通し ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２７

第５ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針等

（１）課題の整理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２８

（２）基本方針 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２８

○ 公共建築物に係る基本方針 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２９

○ 公共建築物の総量抑制に係る目標 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３１

○ インフラ施設に係る基本方針 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３３

（３）民間活力の活用 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３４

（４）計画期間 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３４



第６ 施設類型ごとの管理に関する基本方針

（１）公共建築物

① 行政系施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３５

② 学校教育系施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３６

③ 市民文化系施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３７

④ 社会教育系施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３８

⑤ スポーツ・レクリエーション施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４０

⑥ 公営住宅 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４１

⑦ 保健・福祉施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４１

⑧ 子育て支援施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４３

⑨ 産業系施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４４

⑩ 供給処理施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４６

⑪ 公園施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４６

⑫ その他施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４６

（２）インフラ施設

① 市道 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４７

② 橋りょう ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４８

③ 公共下水道 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４９

④ 農業集落排水 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４９

⑤ 上水道 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５０

⑥ 公園 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５１

⑦ その他インフラ施設 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５１

第７ 計画の推進体制

（１）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策等 ．．．．．．．．．．．．．． ５２

（２）議会・住民との情報共有 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５２

（３）国・県・近隣市町村との連携 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５２

（４）フォローアップの方針 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５２

【巻末資料】用語集 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５３



（１）計画策定の背景

現在、我が国においては、高度経済成長期以降に集中的に整備された公共建築物・インフラ施設（以下「公

共施設等」という。）の老朽化対策が大きな課題となっています。

国においては、平成２４年に発生した中央道笹子トンネル天井板落下事故を踏まえ、国民の安心と安全を確

保するために、公共施設等の維持管理・更新等を確実に実施するための「インフラ長寿命化基本計画」が策定

されたところですが、これに併せて、地方公共団体に対しても、同様の計画の策定が要請されています。

本市においても、昭和４０年代から昭和５０年代を中心に、庁舎、学校、公民館、公営住宅等の様々な公共建

築物の建設と、道路、橋りょう、上下水道といったインフラ施設の整備が進められてきたところですが、限られた

財源の中で、公共施設等の老朽化対策を進めることは重要な課題となっています。

また、今後は、人口減少・少子高齢化等の影響により、公共施設等の利用需用が確実に変化していくことが

予想される一方、本市の財政は引き続き、厳しい状況が続くものと見込まれます。

このような状況において、本市としても、将来の人口動向、財政状況等を長期的な視点で見据えた上で、全て

の公共施設等の更新、長寿命化、統廃合等の対策を一体的に実施していくことが求められています。

（２）これまでの取組

本市では、平成１７年度に「公共施設等の見直し」を行財政改革の取組として位置付け、公共施設の見直し、

施設管理経費の削減等の取組を推進してきました。【図表１－１参照】

なお、本計画は、平成２６年１月に市長を本部長として設置した「米子市インフラ長寿命化計画策定本部」

（現：米子市公共施設等マネジメント戦略本部）において策定したものです。
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＜図表１－１：公共施設等に係るこれまでの取組＞

取組 内容

指定管理者制度の適用
平成１８年度から指定管理者制度を適用し、民間事業者のノウハウを活用すること

により、公の施設の維持管理経費の縮減及び市民サービスの向上を図っています。
（令和３年４月１日現在、６１施設に適用）

公共施設の休止・廃止・民間移管

公共施設について、個々の施設ごとに在り方を検討し、施設の廃止・休止・民営化
を進めてきました。
＜休止・廃止施設＞

淀江町クリーンセンター（Ｈ１８）、市営葬儀事務所（Ｈ１８）、弓ヶ浜わくわくランド（Ｈ
１８）、東山公園合宿所（Ｈ２０）、淀江障がい者作業所（Ｈ２１）、本宮名水の杜（Ｈ

２３）、尾高共同作業所（Ｈ２６）、尾高農機具保管施設（Ｈ２６）、八幡農機具保管施
設（Ｈ２６）、学校給食単独調理場（加茂小学校・彦名小学校・啓成小学校・五千石小
学校）（Ｈ２７）、老人憩の家（Ｈ３０）、すみれ保育園（Ｒ元）
＜民間移管施設＞

本宮農業構造改善センター（Ｈ２１）、小波浜農業構造改善センター（Ｈ２１）、米子
市急患診療所 （Ｈ２３）、錦海団地集会所（Ｈ２３）、さくら保育園（Ｈ２５）、夜見保育
園（Ｈ２６）、大和保育園（Ｈ２７）、コスモス（Ｈ３０）

施設利用料の見直し

平成１９年度に、公の施設に係る使用料の全面的な見直しを行い、以降、必要に
応じて利用料の検討を行っています。
＜Ｈ１９年度改定使用料＞

学校体育施設使用料（新設）、公民館使用料、図書館使用料、児童文化センター
使用料、美術館使用料、各種体育施設使用料、観光センター使用料等
＜Ｒ２年度改定使用料＞

児童文化センタープラネタリウム観覧料

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の推進
平成３０年にＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討の基本方針を定め、鳥取県西部総

合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎の共同設置について、県と連携し、ＰＦＩ手法に
よって整備を行っています（令和５年１０月竣工予定）。

「公共施設白書」の作成 公共建築物に係る現状と課題を把握し、今後の施設の在り方を検討するための基
礎資料として、平成２６年３月に「米子市公共施設白書」を作成しました。

「公共施設等総合管理計画」の
策定

本市が保有する公共施設等の全体の状況を把握し、長寿命化・更新・統廃合を計
画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化し、公共施設等の最適な配置を実
現するため、平成２８年３月に公共施設等総合管理計画を策定しました。

「米子市役所庁舎再編ビジョン」の
策定

庁舎の老朽化対策、借地料の低減等への対応策としての中期的な再編等の取組
展望を取りまとめ、令和元年７月に庁舎再編ビジョンを策定しました。

「長寿命化計画等」の作成 以下の公共施設等について長寿命化計画等を策定しました。
・学校施設の長寿命化計画（令和２年３月策定）
・第2期子ども・子育て支援事業計画（令和２年３月策定）
・市道の舗装の個別施設計画（平成３０年３月策定）
・橋りょう長寿命化修繕計画（第2期）（平成３１年３月策定）
・公共下水道事業ストックマネジメント計画（平成３１年３月策定）
・農業集落排水施設最適整備構想（令和２年３月策定）
※この他、市営住宅、河川、公園等についても策定済

「個別施設計画」の作成 「公共施設等総合管理計画」を踏まえ、本市が保有する公共施設について、施設
ぞれぞれの現状を把握し、今後の維持管理、対策の優先順位の考え方、その実施
時期や概算費用等をまとめたものとして、令和３年３月に個別施設計画を策定しまし
た。

令和４年３月には、全ての施設の更新等の費用について、統一的な基準のもとで
算出することとしたことから、その結果を踏まえて改定しました。

その他
ネーミングライツの導入、電力入札の実施等により、施設の維持管理経費の確保

及び管理経費の縮減を図っています。
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（３）計画策定の目的

「米子市公共施設等総合管理計画」は、本市が保有する公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点

をもって、長寿命化・更新・統廃合を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設

等の最適な配置を実現し、時代に即したまちづくりを推進することを目的とします。

（４）計画の位置付け

この度の計画は、平成２５年１１月に策定された国の「インフラ長寿命化基本計画」において、地方公共団体

に策定が要請されている「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に相当するものであり、平成２６年４月に総務省

から示された「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に基づき、計画を策定しています。

また、本計画は、今後の本市の公共施設等の管理に関する基本的な方針を示すものであることから、「米

子市総合計画」に即して策定するとともに、「米子市行財政改革大綱」及び「米子市都市計画マスタープラン」

等の関連計画とも整合を図っています。

今後は、本計画に加え、学校、道路、橋りょう等の各長寿命化等計画及び令和３年３月に策定した個別施設

計画に基づき、具体的な取組を推進していきます。

＜図表１－２：計画の体系（イメージ）＞

連動・整合

インフラ長寿命化基本計画
（基本計画）【国】

インフラ長寿命化計画
（行動計画）【国】
各省庁が策定

個別施設
計画

（道路）

個別施設
計画

（橋りょう）

個別施設
計画

（学校）

米子市公共施設等
総合管理計画
（行動計画）

米子市総合計画

個別施設
計画

（道路）

個別施設
計画

（橋りょう）

個別施設
計画

（学校）

【関連計画】
米子市行財政改革大綱
都市計画マスタープラン

など
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（５）計画の対象

本計画では、全ての庁舎、学校及び図書館等の「公共建築物」並びに、道路、橋りょう及び上下水道施設等

の「インフラ施設」を対象とします。

＜図表１－３：対象施設＞

公有財産

土地

公共施設等

その他
（動産・金融資産等）

インフラ施設

公共建築物 庁舎、学校、保育園、市営住宅、公会堂、
図書館、公民館、体育館、クリーンセンター等

道路、橋りょう、公園、上下水道施設等

計画対象

注１） 本計画における図表データ等について、端数処理の関係で、合計値が一致しない場合があ

ります。

注２） 本計画における公共施設等に係る将来更新費用の試算は、以下の方法で行っています。

・公共建築物

（１）学校、市営住宅、保育園・・・各施設の長寿命化等計画に基づき算出

（２）（１）以外の公共建築物・・・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「平成３１年版建築物

のライフサイクルコスト」に基づき算出

・インフラ施設

（１）市道、橋りょう、公共下水道、農業集落排水・・・各インフラの長寿命化等計画に基づき算出

（２）上水道・・・米子市水道局作成「米子市水道局アセットマネジメント報告書」（平成２７年３月）に

基づき算出
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（６）計画の改定履歴

平成２８年３月 計画策定

平成３０年６月 改定

（１）総務省「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂について」（平成３０年２月）の発出に

伴う所要の整備

（２）公共施設等の除却に関する方針を追加

（３）「民間事業者等との連携協力に関する基本方針」及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討の基本方針」の

策定に伴い、民間事業者との連携に関する記述を追加

（４）庁内検討組織の改組による記述の追加修正

令和４年３月 改定

（１）総務省「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しにあたっての留意事項について」（令和３年

１月）の発出に伴う所要の整備
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（１）公共建築物

① 本市が保有する公共建築物

本市が保有する庁舎、学校、公民館等の公共建築物（公営企業施設等は除く。）は、行政財産が「３７３施

設、１，１９１棟、延床面積４７５，２５７㎡」、普通財産が「１７施設、６６棟、８４，８１６㎡」となっています。

これを、施設用途に基づき分類すると、図表２－１のようになります。

また、施設分類別の延床面積割合については、図表２－２のとおり、学校教育系施設と公営住宅で、全体の

半数以上を占めていることが分かります。【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１：施設分類別の施設数・棟数・延床面積＞

＜図表２－２：施設分類別の延床面積割合＞

種別 施設分類 棟数 面積（㎡） 施設数 施設の種類

行政系施設 66 27,543 .58 43 庁舎、倉庫、消防団分団車庫、消防器具庫、水防倉庫、防災備蓄倉庫等

学校教育系施設 440 188,467 .63 39 小学校、中学校、給食センター、共同調理場等

市民文化系施設 111 40,770 .87 64 公民館、児童文化センター、市民ホール等、美保基地周辺コミュニティ施設、隣保館等

社会教育系施設 50 13,718 .27 15 図書館、美術館、文化財施設等、環境施設

スポーツ・レクリ
エーション施設

58 41,236 .74 30 体育館、野球場、弓道場、武道館、庭球場、陸上競技場、プール、錦海漕艇場艇庫等

公営住宅 219 104,242 .62 22 市営住宅

保健・福祉施設 26 13,356 .74 8 福祉保健総合施設、高齢者福祉施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設

子育て支援施設 53 8,865 .77 29 保育所、児童館、子育て支援センタ－、なかよし学級

産業系施設 39 8,511 .30 25
高齢者雇用施設、国際会議場、観光振興施設、
地域振興施設、農業振興施設、水産振興施設

供給処理施設 10 15,949 .02 1 クリーンセンター

公園 92 2,443 .45 78 公園施設等

その他 27 10,151 .34 19 駐車場、墓地、公衆便所

小計 1,191 475,257 .33 373

行政系施設 4 2,357 .71 2 市役所駐車場、米子消防署庁舎棟

産業系施設 35 57,419 .39 7 商工振興施設、ゴルフ場、水産振興施設

市民文化系施設 5 213.69 3 集会所

その他 22 24,824 .81 5 駐車場等

小計 66 84,815 .60 17

1,257 560,072 .93 390

行
　
　
政
　
　
財
　
　
産

普
通
財
産

合計
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② 本市が保有する公共建築物の延床面積の推移

本市が保有する庁舎、学校、公民館等の公共建築物（公営企業施設等は除く。）の過去5年間の延床面積の

推移は、図表２－３のようになります。平成２９年度の約５８万５千㎡をピークとして、年々減少し、令和２年度末

現在では約５６万㎡となっています。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－３：公共建築物の延床面積＞

③ 公共建築物の維持管理経費

本市が保有する庁舎、学校、公民館等の公共建築物（公営企業施設等は除く。）の維持管理経費は

約１３．７億円でした（令和２年度実績）。

＜図表２－４：公共建築物の維持管理経費＞

※学校教育系施設、公営住宅、供給処理施設及び個別施設計画を策定した公共建築物の実績で作成
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④ 有形固定資産減価償却率の推移

土地や建設仮勘定等の非償却資産以外の有形固定資産を一定の耐用年数によって減価償却を実施した

場合、年度末における資産がどれだけ老朽化したか表す指標です。１００％に近いほど老朽化が進んでいる

ことを表します。

本市においては、令和元年度末時点で６５．６％となっており、公共建築物等の老朽化が進展している状況

です。

＜図表２－５：有形固定資産減価償却率の推移＞
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⑤ 公共建築物の築年別整備状況

本市が保有する公共建築物（公営企業等施設は除く。）の「年度別整備延床面積」は、図表２－６のとおりで

す。本市の公共建築物の多くは、昭和４０年代から５０年代にかけて建設されています。近年建設した大規模

な施設として、平成７年の「米子駅前地下駐車場」、平成８年の「福祉保健総合センター（ふれあいの里）」、平

成１４年の「米子市クリーンセンター」等があります。また、平成２７年度には米子駅前イオンビル（平成２年新

築）を取得しました。

築年数別の延床面積割合については、図表２－７のとおり、築３０年以上を経過し老朽化した建築物が、全

体の６割以上を占めています。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－６：年度別整備延床面積＞

＜図表２－７：築年数別の延床面積割合＞
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⑥ 耐震化の状況

本市の公共建築物（公営企業等を除く。）の耐震化の状況については、図表２－８のとおり、旧耐震基準によ

り建設され、耐震化が求められる施設の延床面積の割合は、全体の２５．０％です。（新耐震基準により建設さ

れた施設及び耐震診断によって耐震性有りと判断された施設延床面積の割合は、全体の７５．０％です。）

令和３年３月３１日現在で、耐震化を実施した施設延床面積の割合が、全体の１２．３％であり、残りの１２．

７％の施設については、耐震化が未実施となっています。

なお、耐震化が未実施である施設のうち、現時点において、耐震化の方針等が定まっていない施設は、統廃

合を含む将来的な施設の在り方を検討しているものであり、その割合は全体の施設延床面積の１％程度と

なっています。

＜図表２－８：耐震化の状況＞

【耐震化が求められる建築物】

旧耐震基準で２階建て以上又は２００㎡以上の非木造建築物（建築基準法第２０条で、構造計算による

安全性確認が義務付けられている規模の建築物）を対象としています。
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⑦ 公共建築物保有量に係る他市との比較

本市の公共建築物保有量について、総務省が公表した「公共施設状況調経年比較表」を用いて、山陰他市

及び類似団体との比較を行いました。【図表２－９及び図表２－１０】

その結果、本市が保有する公共建築物の建物延床面積は、山陰１２市中４番目に多く、類似団体平均と比べ

ても多い状況です。一方、人口１人あたりの同面積は３．８４㎡であり、これは山陰１２市中最も少なく、類似団

体平均と比べても少ない状況です。

＜図表２－９：本市及び他市の公共建築物保有量等＞

＜図表２－１０：人口１人当たりの公共建築物延床面積＞

うち行政財産 うち普通財産

567,523 473,747 93,776 3.84 147,857

鳥取市 947,905 906,665 41,240 5.07 186,960

倉吉市 258,695 252,992 5,703 5.54 46,731

境港市 138,615 137,388 1,227 4.08 33,957

松江市 932,744 895,069 37,675 4.62 201,981

浜田市 449,655 414,454 35,201 8.43 53,330

出雲市 794,660 758,570 36,090 4.54 174,995

益田市 308,439 290,825 17,614 6.67 46,209

大田市 258,387 245,877 12,510 7.52 34,349

安来市 285,312 277,119 8,193 7.44 38,354

江津市 181,860 153,848 28,012 7.76 23,442

雲南市 421,903 385,211 36,692 11.19 37,720

487,444 465,978 21,467 3.98 122,551

※１　 総務省「公共施設状況調経年比較表」による令和２年３月３１日現在の数値を用いています。公共施設の捉え方が、総務省調査と本計画
とでは異なるため、本図表と第２－（１）－①で示した建物延床面積は一致していません。

※２ 令和２年１月１日現在の住民基本台帳登載人口を用いています。
※３ 類似団体とは、全国の市町村を「人口」と「産業構造」をもとに類型化したグループですが、本表においては、さらにその中から「地方交付税

種地」が本市と同一である１５団体を抽出し、その平均値を採用しています。

米子市

山
陰
他
市

類似団体平均　※３

人口１人当たり
建物延床面積(㎡)

人口（人）
※２

建物延床面積(㎡)
※１
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（２）インフラ施設

① 本市が保有するインフラ施設

本市が保有するインフラ施設は図表２－１１のとおりで、道路、橋りょう、上水道及び下水道等、様々な施設を

保有しています。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１１：各インフラ施設の保有量等＞

施設類型 種別 施設類型 種別

実延長 75609m 係留施設 施設延長 1,067m

道路面積 597,887㎡ 外郭施設 施設延長 750m

実延長 63,205m 輸送施設 施設延長 645m

道路面積 425,801㎡ 箇所数 16箇所

実延長 4,290m 実延長 17,785m

道路面積 13,707㎡ 水門・樋門 箇所数 4箇所

実延長 825,935m ポンプ施設 箇所数 9箇所

道路面積 4,116,729㎡ 管渠 管渠延長 627,434m

橋りょう数 649橋 処理場 箇所数 3箇所

実延長 6114m 中継ポンプ場 箇所数 8箇所

橋りょう面積 42,906㎡ 導水管 5,844.9m

農道 実延長 78,698m 送水管 21,319.3m

林道 実延長 19,928m 配水管 1,262,975.7m

管渠延長 154,496m 水源地 箇所数 11箇所

汚水処理施設 12箇所 ポンプ場 箇所数 4箇所

箇所数 88箇所 配水池 箇所数 8箇所

面積 159.97ha

※１　　上水道施設については、近隣の境港市・日吉津村を給水区域に含めており、上表では給水区域全体の保有量を示しています。

保有量

農業施設

河川

準用河川

公共下水道施設

水道管

道路施設

保有量

橋りょう

その他の市道

自転車歩行者道

１級市道

２級市道

公園 都市公園

漁港施設

農業集落排水

上水道施設
※１
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② 本市が保有するインフラ施設の保有量推移

ア 道路

本市が保有する道路の過去５年間の保有量の推移は、図表２－１２のようになります。過去５年間で道路

実延長は約１０，５００ｍ、道路面積は約１０７，５００㎡増加しました。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１２：道路保有量の推移＞

イ 橋りょう

本市が保有する橋りょうの過去５年間の保有量の推移は、図表２－１３のようになります。過去５年間で実

延長は３３ｍ、橋りょう面積は８２５㎡増加しました。橋りょうの保有量は増加傾向にありますが、これは、主に

新設道路建設に伴うものです。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１３：橋りょう保有量の推移＞
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ウ 公共下水道、農業集落排水、上水道

本市が保有する公共下水道施設（管きょ）、農業集落排水施設（管きょ）及び上水道施設（水道管）の過去５

年間の保有量の推移は、図表２－１４のようになります。

公共下水道施設では、過去５年間で管きょの延長は約３５，０００ｍ増加しました。農業集落排水では、平成３

０年度に大規模開発地における管きょの寄付を受けたことから、保有量は約８，０００ｍ増加しました。

上水道施設に関しては、令和２年度における保有量が大幅に減少していますが、平成３１年度に資産台帳の

精査を実施したことによるものです。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１４：公共下水道施設保有量の推移＞

③ インフラ施設の維持管理経費

本市が保有する道路、橋りょうなどのインフラ施設（公営企業施設等は除く。）の維持管理経費は約８．６

億円でした（令和２年度実績）。

＜図表２－１５：各インフラ施設の維持管理経費＞
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④ 主なインフラ施設の現状

ア 市道

本市が保有する市道は、図表２－１６のとおり、実延長は９６９，０３９ｍであり、道路面積は５，１５４，１２４

㎡となっています。そのうち、比較的交通量が多く、重要度の高い幹線市道（１級・２級）の割合は、実延長に

おいては全体の約１４％、道路面積においては約２０％となっています。【令和３年３月３１日現在】

また、令和元年に実施した道路舗装点検調査の結果は図表２－１７のとおりで、損傷レベルが中以上であ

る道路面積は、全体の約６８％となり、前回調査より大幅に増加しました。

これは、今回の調査より、診断の厳格化を目的として、鳥取県も採用している総合指標（ＭＣＩ※）を診断基

準に用いることとしたため増加したものです。

※MCI（Maintenance Control Index：舗装の維持管理指数）：舗装の健全性を「ひび割れ率」、「わだち掘れ量」

および「平たん性」という路面性状値によって定量的に評価する指数。

＜図表２－１６：道路種別ごとの実延長及び道路面積＞

＜図表２－１７：道路舗装点検による損傷レベルごとの道路面積＞

実延長（ｍ） 割合 道路面積（㎡） 割合

１級（幹線）市道 75,609 7.80% 597,887 11.60%

２級（幹線）市道 63,205 6.52% 425,801 8.26%

その他の市道 825,935 85.23% 4,116,729 79.87%

自転車歩行車道 4,290 0.44% 13,707 0.27%

969,039 100% 5,154,124 100%

道路種別

市道

計

道路面積 割合 総合指標（ＭＣＩ）分類Ｃ

損傷レベル大 62,892㎡ 2.30% 3.5以下

損傷レベル中 1,778,000㎡ 65.90% 3.6～5.0

損傷レベル小 857,706㎡ 31.80% 5.1以上
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イ 橋りょう

本市が保有する橋りょう数は６４９橋であり、その延長は６，１０６ｍ、面積は４３，１７９㎡となっています。

構造別の面積は、ＰＣ橋が１８，０２５㎡、ＲＣ橋が１２，７２１㎡、鋼橋が１２，３９６㎡となっています。

また、構造別年度別の面積を表したものが図表２－１８であり、法定耐用年数を越える橋りょうの面積は

３，３９９㎡（全体の７．９％）となっています。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１８：橋りょうに係る構造別年度別整備面積＞

ウ 公共下水道

本市の公共下水道は昭和４４年に事業着手し、現在も普及率向上のため、新規整備を進めています。保有

する管渠の延長は６２７，４３４ｍであり、その他に３か所の処理場と８か所の中継ポンプ場を保有していま

す。また、管渠の管種別年度別の延長を表したものが図表２－１９であり、昭和６０年頃から急激に整備量が

増えています。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－１９：公共下水道管渠に係る管種別年度別延長＞
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エ 農業集落排水

本市の農業集落排水事業は平成２年度に事業着手しました。保有する管渠の延長は１５４，４９６ｍであり、

その他に１２か所の汚水処理施設を保有しています。また、管渠の年度別の延長を表したものが図表２－２０

であり、平成３年から平成１８年にかけて集中的に整備を進めました。 【令和３年３月３１日現在】

＜図表２－２０：農業集落排水管渠に係る年度別延長＞

オ 上水道

本市の上水道は、大正１５年に一般給水を開始し、その後近隣の境港市・日吉津村を給水区域に加え、現

在、約１９万人の両市民及び村民に給水をしています。

上水道の管路に係る布設年度別の延長を表したものが図表２－２１であり、平成７年度から平成１７年度ま

では、年間整備量が２万ｍを越えており、今後一斉に更新時期が到来することが見込まれます。

＜図表２－２１：上水道管路に係る布設年度別延長＞

※「米子市水道局アセットマネジメント報告書」（平成２７年３月）による。
※口径５０ｍｍ以下の配水細管については、資産管理していないため、除外しています。
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本市が保有する公共施設等について、将来の見通し（大規模改修及び更新等に係る費用）を把握するため、

各施設の中長期的な更新費用の試算を行います。

○ 試算対象 ・・・公共建築物（更新費用の確保が不要な施設を除く）、市道、橋りょう、公共下水道、

農業集落排水、上水道

○ 試算対象外・・・公園、農道・林道、河川

試算にあたっては、下記の方法によります。また、平成２６年度から令和２年度までの更新費用については

決算に基づく実績値とし、令和３年度から令和３５年度までについては試算による更新費用を算出することで、

実績値と試算値の合計を４０年分の費用とします（上水道は除く）。

・公共建築物

更新費用の確保が不要な施設は試算対象から除外します。

（１）保育園、学校、市営住宅・・・各施設の長寿命化等計画に基づき更新費用を算出します。

（２）個別施設計画対象建築物・・・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「平成３１年版建築物のライフサイ

クルコスト」に基づき、下記の条件設定により建替費用及び大規模改修費用を含む修繕費用を算出し、

更新費用とします。

【条件設定】
１ 公共建築物の耐用年数については、長寿命化を図る観点から７０年とします。
２ 原則として、公共建築物の建設から４０年後に大規模改修、建設から７０年後に建替えを行うと設定します。
３ 建築物に付随する設備に関しては、建設から３０年ごとに更新すると設定します。
４ 試算時点（令和２年度末）において、既に建設から４０年以上経過した公共建築物については、次年度以降
の１０年間で大規模改修を実施すると設定します。この時、築年数が古い公共建築物から優先的に大規模改修を
行いますが、年間の総更新費用に偏りが生じないよう調整を行います。
５ 試算時点（令和２年度末）において、既に建設から３０年以上が経過した公共建築物の付随設備については、
次年度以降１０年間で更新を実施すると設定します。この時、上記４と同様に調整を行います。
６ 耐用年数を超え、建替えを行う場合に関しても、上記４と同様に、年間の総更新費用に偏りが生じないよう調整を
行います。
※クリーンセンターについては、試算期間中に供用期間を終えるため、更新費用は計上しません。
※市民体育館については、鳥取県と共同で新体育館を整備する予定であることから、更新費用は計上しません。
※山陰歴史館については、既に建設後７０年を超えているため、３０年間耐用年数を延伸すると設定して試算を行います。

（３）個別施設計画対象外建築物・・・廃止等の方針が定まっているものについては、更新費用の算出を

行いませんが、延床面積１００㎡以下の建築物（公衆トイレ、倉庫、物置等の建築物。延床面積の合

計約６，６００㎡）については、改定前の総合管理計画と同様に総務省試算ソフトにより更新費用を

算出します。

・インフラ施設

（１）市道、橋りょう、公共下水道、農業集落排水

各インフラの長寿命化等計画に基づき更新費用を算出します。

（２）上水道

米子市水道局作成「米子市水道局アセットマネジメント報告書」（平成２７年３月）に基づき更新費用を

算出します。
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（１）公共建築物

公共建築物更新費用の試算結果

上記の試算方法に基づき保育園、学校、市営住宅及びその他の公共建築物の更新費用を試算した結果、

令和３年度から令和３５年度までに必要となる公共建築物の更新費用総額は、約１，４４５億円となる見込み

です。平成２６年度から令和２年度までの実績は約２９８億円でしたので、４０年分の合計は約１，７４３億円

（年額約４３．５７億円）となります。

これは、過去７年間（平成２６年度～令和２年度）の投資的経費平均額（既存更新分及び新規整備分：年額

４１．０８億円）を上回る試算額となっています。

改定前の総合管理計画において、本試算は全ての公共建築物について行っており、更新費用の総額は

２，２０７億円と見込んでいましたが、ここから更新費用の確保が不要な公共建築物を除いて再計算すると

更新費用は２，０６１億円となります。この数値と今回の試算値を比較すると、各長寿命化計画の策定と、個

別施設計画の策定により、約３１８億円のコスト縮減となりました。

コストは縮減となったものの、少子高齢化の進展やコロナ禍による経済状況の悪化など、今後の税収の見

通しは不透明であり、今後必要とされる更新費用の全てを確保することは非常に困難であることが予測され

ることから、引き続き公共建築物の更新・維持管理等に係る財政負担の軽減及び平準化が大きな課題となっ

ています。

＜図表３－１：公共建築物に係る将来更新費用試算＞

※Ｈ２６～Ｒ２の数値は投資的経費実績値で、Ｒ３以降は試算値です。
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（２）市道

① 長寿命化等計画について

平成３０年３月に「市道の舗装の個別施設計画」を策定しました（令和４年度改定予定）。

今後の道路舗装については、１０年に１回実施する予定としている路面性状調査と、随時実施する道路

パトロールの結果に基づき、その結果を踏まえた適切な措置を行うことで、道路舗装の長寿命化や舗装

の維持修繕費のライフサイクルコスト縮減を目指すこととしています。

② 道路更新費用の見込

「市道の舗装の個別施設計画」が対象としている１級市道、２級市道、その他の市道（自転車歩行者道

含む）について 、令和３年度から令和３５年度までに必要となる事業費を試算すると、費用総額は、

約１８１．６億円となりました。平成２６年度から令和２年度までの実績は約１８．８億円でしたので、４０年分

の合計は約２００億円（年額約５．０６億円）となります。これは、過去７年間（平成２６年度～令和２年度）

の投資的経費平均額（年額２．６８億円）を上回る試算額となりました。

「市道の舗装の個別施設計画」の策定前における総費用は約６２９億円と見込んでいましたので、計画

策定によるコスト縮減効果は約４２９億円となりました。

＜図表３－２：市道に係る将来更新費用試算＞

※Ｈ２６～Ｒ２の数値は投資的経費実績値で、Ｒ３以降は試算値です。
※試算値は令和４年度改定予定の「市道の舗装の個別施設計画」における試算を基にしています。
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（３）橋りょう

① 長寿命化等計画について

平成３１年３月に「米子市橋りょう長寿命化修繕計画（ 第Ⅱ期 ）」を策定しました。

今後は、多くの橋りょう が急速に老朽化し、維持管理費が増大していくことが予測されることから、 事後保

全対応（損傷が大きくなって から修繕する）ではなく、予防保全対応（損傷が小さいうちに修繕する）を積極

的かつ計画的に行うことによって、橋りょうの長寿命化及びライフサイクルコストの節減・平準化を図ることと

しています。

② 橋りょう更新費用の見込

「米子市橋りょう長寿命化修繕計画（ 第Ⅱ期 ）」が対象としている６４９ 橋について 、令和３年度から令和３

５年度までに必要となる事業費を 試算すると、費用総額は、約８３．４億円となりました。平成２６年度から令

和２年度までの実績は約１７．８億円でしたので、４０年分の合計は約１０１．３億円（年額約２．５３億円）となり

ます。これは、過去７年間（平成２６年度～令和２年度）の投資的経費（既存更新分のみ）の平均額（年額１．

８２億円）を上回る試算額となっています。

一方、橋りょう長寿命化修繕計画の策定前における総費用は約１２８億円と見込んでいましたので、計画策

定によるコスト縮減効果は約２７億円となりました。

＜図表３－３：橋りょうに係る将来更新費用試算＞

※Ｈ２６～Ｒ２の数値は投資的経費実績値で、Ｒ３以降は試算値です。
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（４）公共下水道

① 長寿命化等計画について

平成３１年３月に「米子市公共下水道事業ストックマネジメント計画」を策定しました。

下水道事業におけるストックマネジメントは、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定

め膨大な施設の状況を客観的に把握・評価し、長期的な施設の状況を予測しながら下水道施設を計画

的かつ効率的に管理することです。

今後増加していく下水道施設の改築・更新に備えるため、施設の長寿命化を行うことによりライフサイク

ルコストを節減し、増加する更新需要の平準化を図っていきます。

② 公共下水道更新費用の見込

下水道管きょ及び下水道施設（ハコモノ及び機械・電気設備を含みます。）に係る令和３年度から令和

３５年度までの更新費用について、ストックマネジメント計画等に基づいて試算した結果、更新費用は

約８２５億円となりました。

平成２６年度から令和２年度までの投資的経費の実績額は約１４５億円であり、平成２６年度から令和

３５年度まで４０年間の更新費用総額は約９７０億円（年額約２４．２億円）となり、過去７年間（平成２６年

度～令和２年度）の投資的経費平均額（年額約２０．８億円）を上回る結果となりました。

改定前の総合管理計画における４０年間の更新費用総額は約６７６億円と見込んでいましたが、この数

値は下水道管きょ及び下水道施設（ハコモノのみ）の更新費用の見込であり、機械・電気設備の更新費用

が含まれていません。改定前の総合管理計画における試算結果とこの度の試算結果を同条件で比較する

ために、今回算出した４０年分の機械・電気設備の更新費用（約３９３億円）を加算した結果、改定前の更新

費用は約１，０６９億円となり、この数値と今回の試算値を比較すると、約９９億円のコスト縮減となりました。

＜図表３－４：公共下水道に係る将来更新費用試算＞

※Ｈ２６～Ｒ２の数値は投資的経費実績値で、Ｒ３以降は試算値です。
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（５）農業集落排水

① 長寿命化等計画について

令和２年３月に「米子市農業集落排水施設最適整備構想」を策定しました。

公共下水道同様に、農業集落排水施設の老朽化に伴い増大する施設の改築更新に備え、更新需要の平

準化を図るため、施設の長寿命化 及び ライフサイクルコスト の節減・平準化を図ることとしています。

② 農業集落排水事業更新費用の見込

農業集落排水管きょ及び施設の補修・機械・電気設備に係る令和３年度から令和３５年度までの更新費用

について最適整備構想等に基づいて試算した結果、更新費用は約２４億２千万円となりました。

平成２６年度から令和２年度までの投資的経費は約４，３００万円でしたので、４０年間の合計は約２４億７

千万円となり（年額約６，１７１万円）、過去７年間（平成２６年度～令和２年度）の投資的経費平均額（年額約

６１９万円）を大きく上回る結果となりました。

改定前の総合管理計画における４０年間の更新費用総額は約１６２億円と見込んでいましたが、この数値

は農業集落排水施設の管渠と施設（ハコモノのみ）の更新費用の見込であり、機械・電気設備の更新費用

が含まれていません。改定前の総合管理計画における試算結果とこの度の試算結果を同条件で比較する

ために、今回算出した４０年分の機械・電気設備の更新費用（約２１億円）を加算した結果、改定前の更新

費用は約１８３億円となり、この数値と今回の試算値を比較すると、約１５８億円のコスト縮減となりました。

＜図表３－５：農業集落排水に係る将来更新費用試算＞

※Ｈ２６～Ｒ２の数値は投資的経費実績値で、Ｒ３以降は試算値です。
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（６）上水道

① 上水道更新費用の試算結果

上水道の更新費用については、更新費用を「構造物及び設備」と「管路」に分け、米子市水道局が作成

した「米子市水道局アセットマネジメント報告書」（平成２７年３月）を基に試算を行いました。構造物及び設

備、管路共に法定耐用年数を過ぎたものが多数あり、更新時期の過度な偏りが見られるため、米子市水

道局独自の基準にあてはめた更新時期を採用し、可能な限り事業の分散化を行いました。

構造物及び設備（図表３－６）について、令和３年度から令和３５年度までに必要となる事業費を試算す

ると、費用総額は、約１１２億円となりました。平成２６年度から令和２年度までの実績は約４２億円でした

ので、４０年分の合計は約１５４億円（年額約３．８６億円）となります。これは、過去７年間（平成２６年度～

令和２年度）の投資的経費平均額（年額約６億円）を下回る試算額となりました。

同様に管路（図表３－７）について、令和３年度から令和３５年度までに必要となる事業費を試算すると、

費用総額は、約２２６億円となりました。平成２６年度から令和２年度までの実績は約７３億円でしたの

で、４０年分の合計は約２９９億円（年額約７．５億円）となります。これは、過去７年間（平成２６年度～令

和２年度）の投資的経費平均額（年額１０億円）を下回る試算額となりました。

※更新費用は、給水区域全域（米子市、境港市、日吉津村）に係る費用を含んでいます。）

＜図表３－６：上水道（構造物及び設備）に係る将来更新費用試算＞

＜図表３－７：上水道（管路）に係る将来更新費用試算＞
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（７）公共施設等全体の更新費用

公共施設等全体（公共建築物及びインフラ施設）の更新費用を示したものが、図表３－８です。

本章で示してきた令和３年度から令和３５年度までの更新費用を合計した結果、約２，８９７億円とな

りました。平成２６年度から令和２年度までの投資的経費は約５９６億円でしたので、４０年間の合計は

約３，４９３億円となります（年額約８７．３億円）。これを、過去７年間（平成２６年度～令和２年度）の公

共施設等全体に係る投資的経費平均額（年額約８２．９７億円）と比較すると、年間で約４．３億円が不

足する試算額となっています。

このことからも明らかなように、今後の公共建築物とインフラ施設の更新には、全ての公共施設等に

ついて、更新費用の軽減と平準化をより一層進めることが本市の課題となっています。

＜図表３－８：公共施設等全体に係る将来更新費用試算＞

＜図表３－９：公共建築物及びインフラ施設に係る将来更新費用割合＞

今後４０年間の
更新費用
（億円）

１年当たりの
更新費用
（億円）

割合（％）

1,742.7 43.6 49.9%

1 ,750.0 43.8 50.1%

市道 200.3 5.0 5.7%

橋りょう 101.3 2.5 2.9%

公共下水道 970.5 24.3 27.8%

農業集落排水 24.7 0.6 0.7%

上水道 453.4 11.3 13.0%

3,492.7 87.3 100.0%合計

分類

公共建築物

インフラ施設（小計）

内
訳
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（１）人口の見通し

国勢調査によると本市の総人口は、平成２（１９９０）年以降は増加が続いていましたが、平成２２（２０１０）年の

調査では減少に転じました。直近の令和２（２０２０）年の調査では、５年前と比較して約２，０００人減少し、

１４７，３１７人という結果となっています 。年齢３区分別の人口の推移をみると、年少人口は減少する一方、老

年人口は増加を続けており、少子高齢化が着実に進行している状況です。生産年齢人口については、１９８０年

代から９万人台で推移してきましたが、平成２２（２０１０）年の調査では９万人を割り込み、令和２（２０２０）年の

調査で更に減少し ８２，０９４ 人となりました。

＜図表４－１：米子市の人口推移（国勢調査による）＞

なお、米子市人口ビジョン（第２期）における将来人口推計は、図表４－２のとおりで、２０４０年（令和２２年）にお

いて、１３８，３５６人、２０６０年（令和４２年）において、１２３，７６６人と見込んでいます。この結果を本市の人口の

将来展望として掲げ、今後人口が減少していく状況の中で、いかに本市の活力を維持していくのかという視点に

立って、各施策に取り組んでいくこととしています。

＜図表４－２：米子市の将来人口推計（米子市人口ビジョン（第2期）による）＞

※令和２年３月策定 米子市まちづくりビジョン（第４次米子市総合計画及び第２期米子市地方創生総合戦略）より抜粋。

26



（２）財政状況の見通し

令和３年度策定の「中期財政見通し」における本市の財政運営は、新型コロナウイルス感染症の影響による

今後の税収への影響、人口減少・少子高齢化の進行による税収減、社会保障費の増加、公共施設の老朽化

に伴う投資的経費の増加等により、一段と厳しいものとなることが見込まれています。

この「中期財政見通し」においては、年間４０億から８６億円程度の投資的経費を見込んでいますが、今後、

全ての公共施設等を現状のままで維持・更新することは非常に困難な状況となっています。

＜図表４－３：歳入決算額（普通会計）の推移と今後の見通し＞

※「令和３年度米子市中期財政見通し」より抜粋。

＜図表４－４：歳出決算額（普通会計）の推移と今後の見通し＞

※「令和３年度米子市中期財政見通し」より抜粋。
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（１）課題の整理

前述の「第２ 本市が保有する公共施設等の現状」から「第４ 人口の見通しと財政状況の見通し」により、

本市における公共施設等の課題を次のとおり整理しました。

昭和４０年代から５０年代を中心に整備した公共施設等の老朽化が進行しており、今後、これらの公共

施設等の更新等費用は増大することが見込まれます。

こうした状況に対し、公共施設等の長寿命化を図り計画的な保全を行うことにより、更新費用を軽減し、

平準化させることが必要です。

人口減少及び少子高齢化の進行により、公共施設等の利用需要が変化することが見込まれます。

こうした公共施設等の利用需要の変化に対応するために、公共施設等の適正な配置及び計画的な整

備を推進していく必要があります。

本市の今後の財政状況は、新型コロナウイルス感染症の影響による今後の税収への影響、生産年齢人

口の減少による税収減及び高齢化の進行による扶助費の増加等、一段と厳しいものとなることが見込まれ

ています。

このように、公共施設等の更新に充当できる財源には、限りがあることを念頭に置いて、今後の公共施設

等の管理等に取り組む必要があります。

（２）基本方針

前述の課題を踏まえた上で、本市が保有する公共施設等の管理に関する基本方針を次のとおり定めます。

今後は、この方針に基づき、公共施設等の更新・長寿命化・統廃合等を計画的に行い、財政負担を軽減・

平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現し、時代に即したまちづくりを推進していくこととします。

なお、基本方針については、公共建築物とインフラ施設ごとに基本方針を定めます。

① 保有する公共施設等の老朽化

② 人口減少・少子高齢化の進行

③ 厳しい財政状況見通し
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◆ 人口減少及び少子高齢化の進行に伴う市民ニーズの変化、施設の老朽化及び施設の費用対効

果等を総合的に勘案し、公共建築物の統廃合を推進し、施設総量の抑制（延床面積の縮減）を図り

ます。

◆ 新たな市民ニーズにより、公共建築物の新規整備が必要となった場合は、既存施設の有効活用

を検討します。

検討した結果、新規整備を行う必要がある場合は、総量抑制目標の範囲内において整備すること

を基本とします。

◆ 耐用年数を経過し、更新が必要と判断された施設については、従来の「１施設１機能」という考え

方に捉われず、他用途の施設との複合化又は延床面積の縮小（減築）を検討します。

◆ 用途を廃止した施設等、更新を要しない施設の売却を推進し、他の存続施設の維持管理・更新等

に係る財源の確保を図ります。

◆ 「民間でできるものは、できる限り民間にゆだねること。」、「最少の経費で最大の効果を上げるこ

と。」を基本に、民間で代替可能な施設サービスについては、計画的に民営化又は民間移管を推進

します。

◆ 同じ用途で重複している市有施設、又は、同じ用途で国・県有施設と重複しているものについては、

当該施設の在り方を検討し、集約化や統廃合の検討を図ります。

① 公共建築物の施設総量（延床面積）の抑制

公共建築物に係る基本方針

◆ 今後も継続して保有する公共建築物については、計画的な施設改修及び適正な維持管理を行

い、施設を安全に長持ちさせ、ライフサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」という。）の縮減及び更新費用の平

準化を図ります。

本市では、公共建築物の長寿命化の基本的な考え方として、「大規模改修⇒建築後４０年以上、

建替え⇒建築後７０年以上」を目標とします。

◆ 耐震化が必要な施設については、本市の耐震改修促進計画に基づき、耐震改修等の取組を推進

することにより、施設の安全性の確保に努めます。

◆ 人にやさしいまちづくりを目指すため、公共建築物のバリアフリー化及びユニバーサルデザイン化

を推進します。バリアフリー化及びユニバーサルデザイン化の推進に当たっては施設の増改築及び

大規模改修の機会を捉えて対応することを基本としますが、個別施設の特性（施設機能、利用状

況、老朽度等）を踏まえ、バリアフリー化及びユニバーサルデザイン化の必要性が高いものについ

ては、優先的に対応します。

② 公共建築物の長寿命化等の推進
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◆ 公共建築物に係る「点検・診断マニュアル」を策定し、施設管理者が日常点検・定期点検を自主的

に行える仕組みを確立し、建物・設備に係る不具合の早期発見に努めます。

◆ 点検・診断結果による建築物の劣化・損傷情報等を蓄積し、計画的な保全への活用を図ります。

◆ 建物・設備等に不具合が生じてから修繕・改修を施す「事後保全型」の管理から、点検・診断結果

から蓄積した情報に基づき、中長期的な視点で予防的な修繕や更新を行う「予防保全型」の管理を

推進することにより、ＬＣＣの縮減を図ります。

◆ 公共建築物の点検・診断等により高度な危険性が確認された場合は、直ちに修繕対応及び利用

中止等の措置をとることにより、住民、利用者等の安全確保を図ります。

◆ 施設の老朽化、統廃合等により用途を廃止した施設において、他用途での活用や売却が困難な

ものについては、速やかな除却を検討します。

◆ 引き続き、指定管理者制度の導入等により、維持管理コストの縮減を図ります。また、借地料につ

いても、維持管理コスト縮減の観点から、中長期的な視野に立った見直しを推進します。

◆ 受益者負担の原則に基づき、定期的に施設利用料等の検証・見直しを行い、受益者負担の適正

化を図ります。

◆ 普通財産に係る維持管理費、更新費用等については、当該普通財産の賃料収入等により財源の

確保を図ることを基本とします。

◆ 引き続き、ネーミングライツの導入、電力入札の実施及び屋根貸しによる太陽光発電の推進等、

維持管理に係る財源確保策を推進します。

◆ 施設類型ごとに、職員の技術的研修等を計画的に実施します。

③ 公共建築物の適正な維持管理
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第３（１９ページ）の通り、公共建築物に係る更新費用の総額は、各長寿命化計画の策定と、個別施設計画の

策定により、約３１８億円の減額となりました。しかし、第４で示したとおり、今後の財政状況の見通しは一段と

厳しいものとなることが見込まれていることから、総量抑制の目標は、改定前の総合管理計画における値を据

え置くこととします。

【参考】

公共施設等総合管理計画（平成30年6月改定）における公共建築物の総量抑制に係る目標設定

公共建築物に係る基本方針「①公共建築物の施設総量（延床面積）の抑制」について、目標とする延床面

積削減量を次の考え方に基づき定めます。

ア）目標数値設定の考え方

イ）目標数値設定における対象及び試算条件

公共建築物の総量抑制に係る目標

公共建築物の統廃合・民営化等による延床面積削減により、併せて当該建物の維持管理経費の

削減効果も得られるとともに、削減された維持管理経費を他の公共建築物の更新費用に充てること

が可能となります。

この考え方を踏まえ、延床面積削減により得られた維持管理経費削減分を、今後の投資可能見込

額に上乗せした場合、延床面積をどの程度削減すれば更新費用が確保でき、公共建築物の維持が

可能となるか、その目標数値を試算します。

（対象）

○ 公営企業施設等（上・下水道、農業集落排水）を試算対象から除外します。

○ 更新費用の確保が不要な施設を試算対象から除外します。

【例】 普通財産のうち、賃料収入等により更新費用の確保が可能な施設

⇒これにより、目標数値設定における対象となる公共建築物の総量は４７．８万㎡となります。

（試算条件）

○ 試算期間を４０年間とします。

○ 公共建築物の長寿命化を図り、大規模改修及び建替えまでの年数を延ばします。

（建設後３５年で大規模改修、建設後７０年で建替え）

○ 公共建築物の更新に係る投資可能見込額を、２７．５５億円（平成２１～２５年度の平均額）

とします。

○ 公共建築物に係る１年間の維持管理経費を、１㎡あたり５，５６７円とします。

（国土交通省監修「平成１７年版建築物のライフサイクルコスト」における「修繕コスト以外

の運用管理コスト」を参考に、本市の公共建築物保有状況を当てはめて設定）
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ウ）試算結果

エ）公共建築物の総量抑制に係る目標

前述の試算結果を踏まえ、今後４０年間及び本計画期間内である１０年間の公共建築物に係る延床面積

削減量の目標を次のとおりとします。

公共建築物の延床面積の削減率に応じて、必要となる更新費用と、削減できる維持管理経費を

表したものが図表５－１です。 延床面積の削減を全く行わない場合、必要となる更新費用は約４２．

５億円となり、投資可能見込額が２７．５５億円ですので、約１５億円が不足する見込みとなります。

しかし、延床面積の削減に取り組み、更新費用及び維持管理経費の削減を推進し、延床面積を

２１．６％削減したとき、更新費用の確保が可能となり、公共建築物を維持することができる見込み

となりました。

＜図表５－１：公共建築物の延床面積削減に伴う試算＞

公共建築物の延床面積を今後４０年間で、２０％削減することを目標とします。

なお、計画期間内（１０年間）において、５％削減を目標とします。
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◆ 人口減少・少子高齢化等の社会構造の変化、市民ニーズの変化及び厳しい財政状況を踏まえ、

中長期的な視点をもって、計画的なインフラ施設の整備及び再構築を図ります。

◆ ＬＣＣを踏まえた、整備を推進します。

① 計画的なインフラ施設整備の推進

◆ インフラ施設は、市民生活や地域の経済活動に必要不可欠な都市基盤施設であり、今後も施設

の維持が必要であることから、施設の更新費用の軽減・平準化を図るために、施設の長寿命化を推

進します。

◆ インフラ施設の耐震化については、当該インフラに係る長寿命化計画において、必要な耐震化を

推進します。

② インフラ施設の長寿命化等の推進

◆ インフラ施設の適正な維持管理を図るため、日常点検、定期点検・診断等を実施します。

◆ 計画的なインフラ施設の保全を図るため、点検・診断結果に基づく施設の修繕・改修を実施します。

◆ 修繕履歴等の情報を蓄積・活用するインフラの「メンテナンスサイクル」を構築し、インフラ施設の

効果的・効率的な維持管理を推進します。

◆ インフラ施設の損傷等が生じてから修繕・改修を施す「事後保全型」の管理から、今後は、日常点

検・診断結果から蓄積した情報に基づき、中長期的な視点で予防的な修繕や更新を行う「予防保全

型」の管理を推進することにより、ＬＣＣの縮減を図ります。

◆ インフラ施設の点検・診断等により高度の危険性が認められた場合は、直ちに修繕対応又は利用

中止等の措置を図ることにより、利用者の安全を確保します。

◆ 施設類型ごとに、職員の技術的研修等を計画的に実施します。

③ インフラ施設の適正な維持管理

インフラ施設に係る基本方針
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（３）民間事業者との連携

多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入による公民連携を推進し、民間事業者の持つノウハウや資金を活用することに

より、公共施設等の整備・更新・維持管理・運営等をより効果的かつ効率的に行うことを検討し、財政負担の

軽減及び市民サービスの向上を図ります。

なお、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に当たっては、平成３０年３月に策定した「米子市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的

検討の基本方針」に基づき、導入の可否について検討します。

この際、地元の民間事業者の新たな事業機会の創出や投資の喚起につながるよう地域経済活性化の観点

を重視します。

（４）計画期間

本計画の計画期間を、平成２８年度から令和７年度までの１０年間とします。
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（１）公共建築物

① 行政系施設

ア 庁舎等

イ 消防施設

主な対象施設 市役所本庁舎、淀江支所、旧米子公共職業安定所

現状・課題

○ 市役所本庁舎は築３９年を経過し、建物及び設備の老朽化が進んでおり、今後、施設

改修等の老朽化対策が必要です。

○ 淀江支所は築３２年を経過し、建物及び設備の老朽化が進んでいます。

○ 旧米子公共職業安定所は築３９年が経過しています。令和２年度末に取得し、旧庁舎

新館の代替施設として整備を行いました。

基本方針

○ 市役所本庁舎については、底地の取得交渉を進め、買収後に長寿命化改修を実施しま

す。

○ 淀江支所及び旧米子公共職業安定所については、計画的な施設改修及び適正な維持

管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

主な対象施設 消防団分団車庫、消防器具庫、水防倉庫、防災備蓄倉庫

現状・課題

○ 市消防団の拠点となる分団車庫は、年次的な改修等に取り組んでいますが未完了の分

団車庫もあるため、引き続き改修等の進捗を図る必要があります。

○ 消防器具庫、水防倉庫、防災備蓄倉庫の一部は老朽化が進んでおり、効率化を図りつ

つ計画的な施設改修等が必要です。

基本方針

○ 分団車庫をはじめ各消防施設は、施設の老朽化・狭隘化を解消するため、今後も計画

的な改修等の実施及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮

減を推進します。

○ また、防災備蓄倉庫については、他施設の余剰スペースを有効活用するなどしながら、

災害時の円滑な物資の出し入れ等を考慮した整備を行います。
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② 学校教育系施設

ア 学校

イ その他教育施設

主な対象施設 小学校、中学校

現状・課題

○ 本市の市立学校数は、小学校が２３か所、中学校が１１か所です。

（米子市日吉津村中学校組合立の箕蚊屋中学校を含みます。）

○ 築３０年以上を経過する学校が多く、施設の老朽化が進行しています。

○ 少子化の進行に伴い、児童・生徒数は減少傾向にあり、学校の適正規模・適正配置の

検討が必要です。

○ 旧米子養護学校の施設については、平成２９年度末の廃校の後、平成３０年度から令

和２年度までは鳥取県立学校として利用されていましたが、令和４年度以降は本市の教

育支援センターとして活用します。

基本方針

○ 学校施設については、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設

の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

○ また、適正な教育環境の整備に向け、文部科学省が平成２７年に公表した「公立小学

校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を参考に、児童・生徒数の推移及び施

設の老朽度等を総合的に検証し、学校の適正規模・適正配置の検討を行います。

○ 崎津、大篠津、和田の３小学校と美保中学校については廃校とし、九年制の義務教育

学校を新設します。

主な対象施設
学校給食センター、第二学校給食センター、弓ヶ浜共同調理場、尚徳共同調理場、

淀江共同調理場

現状・課題

○ 平成２０年度から学校給食調理業務の民間委託を実施しています。

○ 平成２７年度からは中学校給食の全校実施を開始しました。

○ 中学校給食の全校実施に伴い給食調理施設を再編し、単独調理場を廃止しました。

○ 少子化の進行に伴い、給食人員が減少傾向の施設もあることから、引き続き、調理施

設の再編についての検討が必要です。

基本方針

○ 各施設とも、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命

化及びＬＣＣの縮減を推進します。

○ 給食人員の推移、施設の老朽度及び給食に係るコスト等を総合的に検証した上で、調

理施設の再編を検討します。
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③ 市民文化系施設

ア 集会施設

主な対象施設 公民館、公民館附属施設、美保基地周辺コミュニティー施設、隣保館、地区会館

現状・課題

○ 公民館については、市内に２９か所あります。築２８年～５１年を経過しており、全体的

に老朽化が進行しています。特に明道公民館については、旧耐震基準建築物で耐震性が

不足していることから、新築移転も含めた耐震化対策について検討をしています。

○ 美保基地周辺コミュニティー施設については、多くの施設が築３０年以上を経過し、建物

及び設備の老朽化が進行しています。

○ 隣保館は、市内に３か所あり、築３４年～４０年を経過し、建物及び設備の老朽化が進

行しています。

○ 隣保事業に準じた活動を行う地区会館については、築４１年～４９年を経過し、老朽化

が進行しています。

基本方針

○ 公民館については、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の

長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。また、明道公民館については、引き続き地元と

の協議を重ねながら移転も含めた耐震化対策を検討します。

○ 美保基地周辺コミュニティー施設、隣保館及び地区会館についても、計画的な施設改

修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。
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イ 文化施設

④ 社会教育系施設

ア 図書館

主な対象施設 児童文化センター、公会堂、文化ホール、淀江文化センター、文化活動館

現状・課題

○ 児童文化センターは、児童の健全な育成を図るため、昭和５８年に建設されました。築

３８年を経過し設備及び建物本体について老朽化が進行しています。

○ 公会堂は、芸術文化の振興及び市民福祉の増進を図るため、昭和３３年に建設され、

昭和５５年に増築を含む改修を行い、平成２６年には耐震改修を含む大規模改修を実施し

リニューアルオープンしました。

○ 文化ホールは、芸術文化の振興及び市民福祉の増進を図るため、平成３年に建設され

ました。築３０年を経過し、設備を中心に老朽化が進行しており、大規模な改修が必要と

なっています。

○ 淀江文化センターは、文化活動の普及及び振興を図るため、平成１０年に建設されまし

た。築２３年を経過し、設備を中心に老朽化が進行しており、今後、大規模な改修が必要

となっています。

○ 文化活動館は旧勤労青少年ホームとして昭和５７年に開館しました。建物及び設備の

老朽化が進行しています。

基本方針

○ 児童文化センターについては、将来の大規模改修を踏まえた上で、今後の施設の在り

方を検討します。

○ 公会堂、淀江文化センターについては、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図る

ことにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

○ 文化ホールについては、単なる改修ではなく、民間活力の導入なども視野に入れながら、

具体的な整備内容等について検討を進めます。

○ 文化活動館については、市内の文化施設との複合化や廃止について検討を行います。

主な対象施設 図書館

現状・課題

○ 図書館は、市民の知識及び教養の向上に資することを目的に、昭和５３年に県立米子

図書館として建設され、平成２年に本市へ移管されました。

施設の老朽化及び耐震化対策のため、平成２４年から耐震改修を含めた、既存設備の

リニューアル、バリアフリー化及び開架スペースの拡充等の大規模改修を行い、平成２５

年にリニューアルオープンしました。

基本方針
○ 計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣ

の縮減を推進するとともに、引き続き効率的な管理体制について検討を行います。
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イ 博物館等

主な対象施設
美術館、山陰歴史館、福市考古資料館、埋蔵文化財センター、上淀白鳳の丘展示館、

和傘伝承館、米子水鳥公園ネイチャーセンター

現状・課題

○ 美術館は、美術に関する市民の知識及び教養の向上に資するため、昭和５７年に建設

されました。施設の老朽化に伴い、既存設備の更新、バリアフリー化及び収蔵庫の増設等

の大規模改修を行い、平成２５年にリニューアルオープンしました。

○ 山陰歴史館は、郷土の歴史に関する市民の知識及び教養の向上に資するため、昭和

１５年に開設され、昭和５９年に現在地に移転・開館しました。現在の建物は昭和５年に建

設された旧市役所庁舎を転用したものであり、築９１年を経過し、建物及び設備の老朽化

が進行しており、施設のバリアフリー化・耐震化等の課題があります。

○ 福市考古資料館は、郷土の歴史に関する市民の知識及び教養の向上に資するため、

昭和５５年に建設されました。築４１年を経過し、建物及び設備の老朽化が進行していま

す。

○ 埋蔵文化財センターは、埋蔵文化財の保存及び活用を図ることにより郷土の歴史に関

する理解を深め、もって市民の文化的向上に資するため、旧日新小学校校舎を転用し、

設置されました。築４６年～５４年を経過しており、建物及び設備の老朽化が進行していま

す。

○ 上淀白鳳の丘展示館は、昭和６０年に建設された旧米子市淀江歴史民俗資料館を増

改築して、平成２３年に史跡上淀廃寺跡のガイダンス施設としてリニューアルし、現在の名

称に変更した施設です。

○ 和傘伝承館は、市指定無形文化財である「淀江傘製造技術」の保存・伝承のため、前

淀江町役場庁舎（旧淀江小学校校舎）を増改築し、平成２年に設置された施設で、老朽化

が進行しています。

○ 米子水鳥公園ネイチャーセンターは、市民の自然環境に関する意識の向上を図るため、

平成６年に建設された施設です。当施設は環境学習施設として利用されており、年間利用

者は約２万人前後で推移しています。計画的に施設の改修等を実施しており、令和３年度

には観察ホールに空調設備を設置しました。施設開園後２６年が経過し、施設の老朽化

が進行しています。

基本方針

○ 美術館については、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の

長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

○ 山陰歴史館については、令和元年度にサウンディング調査、令和２年度には耐震診断

を実施しました。今後は建物の利活用方法を検討し、方向性を決定します。

○ 福市考古資料館、埋蔵文化財センター及び、上淀白鳳の丘展示館及び和傘伝承館に

ついては、今後の山陰歴史館の整備方針を踏まえて、将来の施設の在り方を検討します。

○ 米子水鳥公園ネイチャーセンターについては、計画的な施設改修及び適正な維持管理

を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。また、引き続き、利用

者の増加策を含め、施設のより有効な活用策を検討します。
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⑤ スポーツ・レクリエーション施設

ア 体育館

イ その他の体育施設

主な対象施設 市民体育館、淀江体育館、地区体育館

現状・課題
○ 各体育館の利用状況は良好で、稼働率についても高い水準です。

○ 体育館全般の老朽化対策が必要です。

基本方針

○ 計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの

縮減を推進します。

○ 施設の大規模改修又は建替えが必要となった際は、施設の設置目的、老朽度及び利

用状況等を総合的に検証し、今後の在り方を検討します。

○ 市民体育館と県立米子産業体育館を統合し、県と共同で新体育館の整備を行います。

主な対象施設 野球場、弓道場、庭球場、陸上競技場、プール、錦海漕艇場艇庫、弓浜コミュニティー広場

現状・課題

○ 多くの施設が概ね築３０年以上を経過し老朽化が進行しています。

○ 平成２７年１１月に、市が保有していた東山水泳場と鳥取県が保有していた皆生市民

プールを交換しました。

○ 陸上競技場については、第２種公認を継続して受けるため、トラックの改修等を進めて

います。

○ 弓浜コミュニティー広場は、平成27年7月に供用開始し、令和2年度にはクラブハウス等

を整備しました。

基本方針

○ 計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣ

の縮減を推進します。

○ 施設の大規模改修又は建替えが必要となった際は、施設の設置目的、老朽度及び

利用状況等を総合的に検証し、今後の在り方を検討します。

○ 弓道場については、施設の無人化による管理コストの削減を図ります。

○ プールに関しては、将来的な改修方策について、県との共同整備の可能性を視野に入

れつつ検討します。
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⑥ 公営住宅

⑦ 保健・福祉施設

ア 福祉保健総合施設

イ 高齢者福祉施設

主な対象施設 市営住宅

現状・課題

○ 平成２４年３月に策定した「米子市営住宅長寿命化計画」を令和２年３月に改定し、人

口動態等を見据えた管理戸数の削減及び既存住宅の長寿命化を推進しています。

○ 平成２６年度から技術職員による簡易な自主点検を実施し、予防保全に努めています。

基本方針

○ 米子市営住宅長寿命化計画に基づき、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図

ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

○ 米子市市営住宅長寿命化計画については、人口動態及び住宅事情等を勘案し、適正

な管理戸数を把握するため、５年ごとに見直しを図ります。

主な対象施設 福祉保健総合センター（ふれあいの里）

現状・課題

○ 福祉保健総合センターは、市民の福祉及び保健の総合的推進並びに民間福祉活動の

促進を図るため、平成８年に建設されました。

○ 機械・設備関係の老朽化が進行しています。

○ 慢性的な駐車場不足の解消を図るため、平成２７年度に駐車場拡張整備を行いました。

○ 令和３年１２月には、こどもに関する施策を総合的に推進するため、こども総本部を設

置しました。

基本方針
○ 築２５年を超え老朽化が進行していることから、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推

進するため、今後大規模改修を実施します。

主な対象施設
富士見地区老人憩の家、米子市老人福祉センター（ふれあいの里内）、淀江老人福祉セン

ター、弓浜地域老人福祉センター

現状・課題

○ 高齢者福祉施設の多くは、築３０年以上を経過しており、建物及び設備の老朽化が進

行しています。

○ 淀江老人福祉センターの入浴施設については、設備故障のため休止中です。

○ 米子市老人福祉センターの入浴施設については、設備故障のため休止中です。

基本方針

○ 施設の設置目的、利用状況、費用対効果及び行政によるサービス提供の必要性等を

総合的に検証し、今後の施設の在り方を検討します。

○ 米子市老人福祉センターについては、入浴施設を廃止します。
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ウ 児童福祉施設

エ 障がい者福祉施設

主な対象施設 あかしや

現状・課題

○ あかしやは、障がい児等に対する児童発達支援や地域支援を行う児童発達支援セン

ターであり、地域の中核的な療養支援施設です。平成１１年に建設され、築２２年を経過し

ています。

基本方針
○ あかしやについては、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設

の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

主な対象施設 心身障害者福祉センター、サン・アビリティーズ

現状・課題

○ 心身障害者福祉センターは、心身障がい者の福祉の増進を図るため、昭和５８年に建

設され、築３８年を経過しています。設備を中心に老朽化が進行しており、平成２６年には

空調設備の改修を行っています。

○ サン・アビリティーズは、障がいのある勤労者教養文化体育施設として、昭和６２年に建

設され、築３４年を経過しています。平成２８年度には空調設備の改修を実施しました。ま

た、平成３１年度には屋上防水の改修も実施しています。

基本方針
○ 両施設とも、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命

化及びＬＣＣの縮減を推進します。
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⑧ 子育て支援施設

ア 保育所

イ 幼児・児童施設

主な対象施設 保育所

現状・課題

○ 市立保育所について、多くの保育所は築３０年以上を経過し、老朽化が進行しています。

○ 旧耐震基準の保育所については、全て耐震改修工事を実施しています。

○ 平成２５年度から平成２７年度にかけて、３つの保育所（さくら、夜見、大和）を民営化

しました。

○ 令和４年度から春日保育園を民営化します。

○ 淀江保育園と宇田川保育園については、統合し、令和４年度から認定こども園として開

園します。

基本方針

○ 「子ども・子育て支援事業計画」に示されている保育の総需要量との整合を図りながら、

引き続き、保育所の統廃合及び民営化を推進します。

○ 将来的に、直営として存続する保育所については、計画的な施設改修及び適正な維持

管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

主な対象施設 児童館、子育て支援センター、なかよし学級

現状・課題

○ 市内に４か所ある児童館は、築３９年～５８年を経過しており、建物及び設備の老朽化

が著しく進行しています。車尾児童館と淀江児童館は、なかよし学級にも利用されていま

す。

○ 子育て支援センターは市内に５か所（うち委託２か所）あり、うち３か所は他施設内に設

置されています。単独で設置しているのは福原子育て支援センターと弓ヶ浜子育て支援セ

ンターの２箇所であり、２施設の築年数は１８年～１９年となっています。

○ なかよし学級は学校施設内を中心に２３か所あり、うち９か所が敷地内に専用の施設が

設置されています。築年数は１２年～２２年となっていますが、プレハブ施設については、

施設の老朽化が進行しています。

基本方針

○ 児童館については、なかよし学級との統合、児童館機能の集約化等、今後の施設の在

り方を検討します。

○ 子育て支援センターについては、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることに

より、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。また、子育て支援センターの民間移

管等については、適宜検討を行います。

○ なかよし学級については、計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施

設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。
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⑨ 産業系施設

ア 高齢者雇用施設

イ 国際会議場

ウ 観光振興施設

主な対象施設

現状・課題

基本方針

主な対象施設 シルバーワークプラザ

現状・課題

○ シルバーワークプラザは、高年齢者の能力活用及び社会参加を推進するため、平成８

年に建設された施設です。シルバーワークプラザは、公益社団法人米子シルバー人材セ

ンターの事務所としても活用されています。

基本方針

○ シルバーワークプラザについては、計画的な建物改修及び適正な維持管理を図ること

により、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。また、施設利用の促進（会議室

等の利用促進）を図るため、施設の有効活用について検討します。

主な対象施設 国際会議場

現状・課題

○ 国際会議場は、国内外との学術、情報、技術、文化等の交流を促進し、地域の経済の

発展と文化の振興を図るため、平成１０年に建設された施設です。また、鳥取県が所管す

る米子コンベンションセンターと一体の建物となっています。

○ 平成２６年に音響設備の改修等、設備関係の修繕を実施しています。

基本方針
○ 計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣ

の縮減を推進します。

主な対象施設 観光センター

現状・課題
○ 観光センターは、市の観光振興のため昭和５８年に建設された施設ですが、老朽化が

進行したことから、観光客の誘客などを目的に平成２９年度に改修を実施しました。

基本方針
○ 計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣ

の縮減を推進します。
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エ 地域振興施設

オ 水産振興施設

主な対象施設 崎津漁業者研修施設

現状・課題
○ 崎津漁業者研修施設は、漁業者及び漁業従事者が学習、集会及び休養のために利用

し、福祉の増進を図るために、平成１１年に建設された施設です。

基本方針 ○ 適正な維持管理を推進します。

主な対象施設 淀江ゆめ温泉、伯耆古代の丘公園、淀江どんぐり村

現状・課題

○ 淀江ゆめ温泉は、平成１２年に地域資源を生かし地域の活性化及び住民福祉の増進を

図るため建設されました。

○ 平成７年に整備された伯耆古代の丘公園は、「誰でも気軽に利用でき懐かしさや非日

常的な気分を体験できる公園」にしていくため、平成３１年度以降、施設入園料を無料化し

た上で、芝生広場の再整備、トイレ改修、遊具やフリースペースの整備等を実施していま

す。

○ 淀江どんぐり村は、本市の農林業及び観光の振興を図るため、平成８年に建設されまし

た。

基本方針
○ 計画的な施設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの

縮減を推進します。
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⑩ 供給処理施設

⑪ 公園施設

⑫ その他施設

主な対象施設 米子市クリーンセンター

現状・課題

○ 本市の可燃ごみ処理施設として平成１４年に建設された米子市クリーンセンターは、プ

ラント設備の長寿命化を図るために、平成２８年度から令和元年度にかけて基幹的設備

改良事業を実施しました。

基本方針
○西部広域行政管理組合において整備計画が進められている一般廃棄物処理施設の稼

働開始後、廃止します。

主な対象施設 都市公園便所、公園管理事務所

現状・課題

○ 公園施設については、指定管理者による日常点検及び定期点検を実施しています。

○ 平成２６年に米子市公園施設長寿命化計画を策定し、公園施設の長寿命化を推進して

います。

基本方針
○ 引き続き、日常点検及び定期点検を行うとともに、長寿命化計画に基づき、計画的な施

設改修及び適正な維持管理を図ります。

主な対象施設 駅前地下駐車場

現状・課題

○ 指定管理者による日常点検及び定期点検を実施しています。

○ 平成８年に建設された駅前地下駐車場（駅前地下駐輪場を含む。）は、令和元年度に

機械式駐車設備を撤去し、全面平面化工事を実施しました。

基本方針

○ 引き続き、指定管理者による日常点検及び定期点検を実施するとともに、計画的な施

設改修及び適正な維持管理を図ることにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進し

ます。

○ ただし、自転車搬送機等の施設の付属設備については、設置目的、老朽度及び利用

状況等を総合的に検証し、ダウンサイジングや廃止も含め今後の在り方を検討します。
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（２）インフラ施設

① 市道

主な施設 １級市道、２級市道、自転車歩行者道、その他市道

現状・課題

○ 市道については、平成２９年度に「市道の舗装の個別施設計画」を策定しました。

○ 幹線道路等の補修の現状は、重要度及び交通量等を勘案して、老朽化が著しい場所

から、順次補修を実施している状況です。また、道路パトロールを計画的に継続実施し、

局所的な損傷に対して、舗装目地の充填、舗装のパッチング、ポットホールの埋戻し等の

維持工事を早急に行うことで、延命化も図っています。

○ 令和元年度の道路舗装点検では、専用機器を用いて前回より精度の高い点検を実施

した結果、本市において補修をする必要のある道路面積は幹線道路の約６８％（約１８４

万㎡）となり、そのうち約１２％（約２２万㎡）については、優先的に修繕（舗装打ち替え）が

必要です。

○ 点検結果に基づく計画的な市道の維持・補修を実施していく必要があるとともに、引き

続き定期的な道路舗装点検が必要です。

○ 計画的な維持・補修を実施するためには、維持管理等に係る情報の蓄積が必要であり、

そのためには、今後、道路台帳の電子化導入の検討も必要です。

基本方針

○ 個別施設計画及び点検結果に基づき、計画的な維持・補修を推進します。

○ 幹線道路等の道路補修については、引き続き、重要度及び交通量等を勘案して、老朽

化が著しい場所から、計画的に補修を実施します。

○ 道路パトロールを計画的に実施することにより、道路の適正な維持管理を図ります。

○ 引き続き、定期的な道路舗装点検の実施を図ります。

○ 道路台帳の整備により、日常点検及び定期点検の結果並びに修繕・更新等の履歴の

蓄積を図ります。また、引き続き道路台帳の電子化導入についても検討します。

○ 道路舗装点検の結果を踏まえ、適切な予防保全措置を行うことで、道路舗装の長寿命

化や舗装の維持修繕費のＬＣＣ縮減を目指します。
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② 橋りょう

主な施設 橋りょう

現状・課題

○ 橋りょうについては、平成３０年度に長寿命化計画を改定しました。

○ 橋りょうの維持・修繕については、平成２６年の道路法改正により、５年に１回の頻度で

点検を行うこととされたことから、引き続き、当該点検に基づき、計画的な修繕を行う必要

があります。

○ 当面は、昭和２８年以前に整備された橋りょうも含め、点検で損傷が著しいと判断した橋

りょうについて早期に措置を行い、その後、予防保全的な観点からの措置への移行を目

指します。

基本方針

○ 長寿命化計画及び点検結果に基づき、計画的な整備を推進します。

○ ５年に１回の法定点検を確実に実施します。

○ 蓄積された点検・修繕等の情報を施設の更新等に活用する「メンテナンスサイクル」を

構築し、「予防保全型」の管理手法を取り入れることにより、ＬＣＣの縮減を図ります。

○ 点検結果に基づき、今後、定期的に橋りょうの長寿命化計画の見直しを図ります。
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③ 公共下水道

④ 農業集落排水

主な施設 管渠、汚水処理場

現状・課題

○ 本市の農業集落排水事業は、平成２年度から事業着手しており、将来的に発生する施

設の更新需要の対策を講じる必要があります。

○ また、農業集落排水事業は地区ごとに処理施設を有していますが、人口減少の進展が

見込まれることから、効率的な施設の運営が求められています。

基本方針

○ 効率的な処理施設の運営のため、公共下水道への統合等を視野に入れて検討してい

きます。

○ 改築更新については、必要に応じて維持管理適正化計画を策定し、施設の効率的な運

転や安全性の確保のために適宜適切な投資を実施していきます。

主な施設 管渠、処理場、中継ポンプ場

現状・課題

○ 本市の公共下水道事業は、昭和４４年から事業着手しており、令和２年度末の区域内

人口普及率は約８０％です。現在、早期概成を目指し管渠整備を継続しています。

○ 内浜処理場などの処理施設は老朽化が進んでおり、数年後に耐用年数を迎えることか

ら大規模な更新を実施する予定であり、多額の投資が見込まれます。

○ 一方、人口減少の進展等により使用料収入の大幅な増加が期待できないことから、経

営に与える影響を考慮したバランスの取れた投資を行う必要があります。

基本方針

○ 未整備地区の整備については、整備にかかる投資のバランスを考慮し、合併浄化槽を

含め、生活排水対策のあり方について弾力的な手法を検討します。

○ 処理施設の大規模改築を実施する際には、将来人口を考慮した施設の能力や規模、

配置について検討を行い、最適な再構築を実施していきます。

○ 管渠や設備はストックマネジメント計画に基づき計画的に改築更新を実施していくことで

安全性の確保や長寿命化を図りつつ、持続可能な事業を実施しながらライフサイクルコス

トの最小化に努めます。
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⑤ 上水道

主な施設 水源地、配水池、ポンプ場、管路

現状・課題

〇 本市の水道事業に係る給水収益は、平成１７年をピークに年々右肩下がりを続け、

３２億円以上あった給水収益は、令和２年度には２７．７億円まで減少しています。

〇 施設全般において、３０年以上経過しているものが多く、建屋耐震化と、電気機械設備

の更新が急務となってきています。

〇 管路の耐震化については、概ね計画通りの更新ができています。（年間１０Km・耐震化

率０．８％以上）

〇 平成２０年に策定した米子市水道ビジョンを基に、平成３０年策定の第２期水道事業基

本計画（水道ビジョン）を策定し、その都度、検討・検証を行いながら事業を運営していま

す。

〇 平成２６年策定の米子市水道局アセットマネジメントで長期の資産管理を行うとともに、

令和２年に米子市水道事業経営戦略を策定し、中期的な戦略を可視化しました。今後もマ

ネジメントの精度をさらに高めていく必要があります。

基本方針

○ 管路については、埋設管の漏水調査を実施し、橋梁添架管は定期的に目視点検を実

施します。また、建築物等については、職員による日常点検及び業務委託による定期点

検を行い、その他、取水井戸、配水池等の点検・清掃を計画的に実施します。ランニング

コスト等を考慮した更新計画の立案を図ります。

○ 管路漏水箇所の早期修繕と布設替を行い、更新についても老朽度・危険度の高さを最

優先しながら、管種・継手ごとに本市独自の更新基準を設定します。建築物等については、

軽微な修繕・部品交換は職員で対応し、困難な場合は製造・施工業者へ依頼します。また、

本管から分岐したメーターまでの給水装置も送配水管と同様に、漏水が起きない継手構

造を指定します。加えて、アセットマネジメントによる更新を実施し、異常が発生した設備と

同時期に導入した設備は、修繕・更新を検討します。

○ 安定・安心な水道の供給を目指し、災害時においても一定の水量が確保できるよう、配

水池方式を推進します。また、水源地・ポンプ場はほぼ遠隔監視・制御し、電力料金を考

慮しながら日常運転を行い、これらのシステムのソフトウェアのサポート情報、記録装置、

通信機器の規格を把握し、更新計画を立案します。

○ 施設・管路の耐震化について、厚生労働省の耐震管路検討会で示されたレベル２振動

（震度６強）に耐える適合性の管種・継手を使用し、地震に強い管路整備を行います。また、

建築物等については、長寿命化と併せて耐震化を考慮します。

○ 平成１５年度から採用した耐震性能のあるダクタイル鋳鉄管及び平成２０年度に採用し

た配水用ポリエチレン管は、アセットマネジメントの中で、更新寿命を１００年と設定し、長

寿命化を図ります。また、建築物については、施設の健全度を定期的に把握し、設備機器

については定期点検等の結果、部品供給及び規格の変更等を把握し、修繕・改修を実施

します。

○ 上水道施設の統廃合については、現在２カ所の水源地で統廃合を実施しており、取配

水施設が点在する日野川以東の地域において、工業用水の利活用、新規水源開発等の

推進を踏まえつつ、状況を見ながら統廃合を行っていきます。
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⑥ 公園

⑦ その他インフラ施設

主な施設 都市公園

現状・課題

○ 公園施設については、指定管理者による日常点検及び定期点検を実施しています。

○ 平成２６年に米子市公園施設長寿命化計画を策定し、公園施設の長寿命化に取り組ん

でいます。

基本方針
○ 引き続き、日常点検及び定期点検を行い、計画的な修繕及び適正な維持管理を図るこ

とにより、施設の長寿命化及びＬＣＣの縮減を推進します。

主な施設 農林道、河川施設、漁港施設

現状・課題 ○ 平成２９年度以降、各施設の個別計画を策定し、長寿命化に取り組んでいます。

基本方針

○ 引き続き、各施設とも、適正な維持管理による機能保全を図ります。

○ 各施設とも、長寿命化を推進し、効果的・効率的な維持管理体制の構築を図ることによ

り、ＬＣＣの縮減を図ります。
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（１）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策等

本計画の推進に当たっては、「米子市公共施設等マネジメント戦略本部」において、計画の進捗状況を管理し、

関係部署と連携を図りながら、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進します。

なお、公共施設等の管理に関する情報については、固定資産台帳の活用も含め、「米子市公共施設等マネ

ジメント戦略本部」において、一元的な管理を図ります。

（２）議会・住民との情報共有

本計画の進捗状況や見直しについては、適宜、市民及び議会に対し、情報提供を行い、市民全体で問題意

識の共有を図り、公共施設等の適正な配置の実現を目指します。

（３）国・県・近隣市町村との連携

国並びに県及び近隣市町村と連携し、公共施設等の相互利用･共同運営・サービス連携等による公共施設

等の有効活用の可能性について検討します。

（４）フォローアップの方針

本計画の計画期間内においても、社会情勢及び経済情勢の変化に柔軟な対応を図るため、必要に応じて、

適宜見直しを行います。
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用語 説明

アセットマネジメント

資産（アセット）を管理・運用（マネジメント）することの意味で、公共施設等にお

いては、施設・設備を資産として捉え、その老朽化・劣化等を将来にわたって

予測することにより、効果的・効率的な維持管理を行うこと。

行政財産
地方公共団体において、公用又は公共用に供し、又は供することを決定した

財産のこと。

公営企業

地方公共団体が設置・経営する企業のことで、上水道や下水道等、地域住民

の日常生活に欠かすことのできないサービスを提供しています。受益者からの

料金収入により独立採算制で運営することが原則で、企業活動としての経済

性を発揮し、常に能率的かつ合理的な経営に努めなければならないとされて

います。

公共施設等

公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の

工作物をいいます。具体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土

木建築物、公営企業の施設（上水道、下水道等）、プラント系施設（廃棄物処

理場、浄水場、汚水処理場等）等も含む包括的な概念です。

固定資産台帳

固定資産を、取得から処分に至るまで、その経緯を個々の試算ごとに管理す

るための帳簿のことで、保有する全ての固定資産について、取得価額、耐用

年数等の情報を網羅的に記載するもの。

事後保全型管理
施設の機能や性能に関する明らかな不都合が生じてから修繕を行う管理手法

のこと。

指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた民間事業者、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等が

公の施設の管理・運営を行う制度のこと。

受益者負担 特定のサービスを受ける者に、受益に応じた負担を求めること。

ストックマネジメント
既存の施設（ストック）や構造物を有効に活用し、長寿命化を図る体系的な手

法のこと。
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用語 説明

地方創生

国と地方公共団体が一体となり、安定した雇用の場や、地方への人の流れを

生み出すことにより、人口減少に歯止めをかけ、活力ある地域社会の創生を

目指すもの。

本市においても、平成２７年１０月に「米子がいな創生総合戦略」を、令和２年

３月に「第２期米子市地方創生総合戦略」を策定し取組を推進しています。

投資的経費

道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設等、社会資本の整備に要する経費の

こと。

普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。

ネーミングライツ
「命名権」とも呼ばれ、公の施設（文化施設・スポーツ施設等）に、企業やブラン

ドの名称・愛称をつけることのできる権利のこと。

バリアフリー

主に高齢者・障がい者等が生活していく上で障壁（バリア）となるものを除去

（フリー）すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面での障壁

などすべての障壁を除去する考え方。

ＰＦＩ

（Private Finance Initiative）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的

能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法のこと。

ＰＰＰ

（Public Private partnership)

公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本

や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。手

法として、ＰＦＩ、指定管理者制度、包括的管理委託等があります。

普通財産

行政財産以外の財産のこと。行政財産と異なり、直接的に行政執行上の手段

として使用されるものではなく、主として「経済的価値の発揮」を目的としており、

経済的価値を保全発揮することによって、間接的に行政執行に貢献させるた

め、管理処分されるべき性質を持つ財産です。

メンテナンスサイクル
「点検→診断→措置→記録→（次の点検）」という業務サイクルを構築すること

で、長寿命化計画等の内容を充実し、予防保全型の管理を進めるもの。

ユニバーサルデザイン

バリアフリーが、障壁（バリア）となるものを除去（フリー）するとの考え方である

のに対し、ユニバーサルデザインは、あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、

国籍等にかかわらず、すべての人が利用しやすいよう都市や生活環境をデザ

インする考え方。

予防保全型管理
損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕を実施することで、機能の保持・

回復を図る管理手法のこと。

ライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）

建築物、構造物等の企画・設計から、建設・維持管理・解体までの過程で、必

要となる経費の総額で、生涯費用とも呼ばれます。
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